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【 今 月 の ト ピ ッ ク ス 】

台湾投資通信中華民国

発行：中華民国　経済部　投資業務処　　編集：野村総合研究所　台北支店

2007年3月14日に行政院を通過した「台湾の長期介護十年計画」は台湾政府によって817億3,566万元の予
算を以って推進される予定だ。台湾政府の策定した高齢化社会に適した政策において国民年金制度の他に、
最も巨額の社会福祉計画である。今回は2015年経済発展ビジョン第一段階の三年衝刺計画（スパート計画）
における「大温暖社会福祉方案」の「台湾の長期介護十年計画」を紹介する｡

台湾の長期介護十年計画

（一）計画の背景　
長期介護のサービスシステムで現段階の政策理由

は以下の通りだ｡

1. 急激な高齢化の進行：行政院経済建設委員会の

統計によると、台湾の高齢者人口（65才以上の方々）

は 2007年初めに 229万人を超え、全人口に占める

割合は 10％に達し、長期介護サービスを必要とす

る人は 20万人以上と算出されている。2016年に

は全人口に占める高齢者の割合は 13％で、14才未

満の人口を超えると予測されている｡出産率が急激

に低下し、戦後のベビーブーム世代が高齢期を迎え、

高齢化社会は加速的に進行している｡

2.障害者の増加： 行政院の策定した「我が国の長

期介護十年計画」において、2007年全人口に占め

る障害者は約 24万人で、2015年には約 32万人、

2020年には 39万人に達すると見込まれている｡

（二）具体的な政策の内容
1.対象

この計画において対象になるのは以下の通りであ

る。（1）65才以上の高齢者、（2）55才以上の原住

民、（3）50才以上の心身障害者、（4）障害で独居

している高齢者。

2.補助の原則

介護の対象となる人に対する補助だが、一部の金

額は自分で負担してもらうことになる。自分で負

担する金額は対象者の経済状況に関連するので、

その家庭の全収入が社会救助法での最低生活費用

の 1.5倍にならない場合、政府は全額を補助する｡

その一方で、家庭の全収入が社会救助法での最低

生活費用の 1.5倍～ 2.5倍になる人が 90%（自己負

担金 10％）で、それ以外の人は 60％（自己負担金

40％）の補助となる。

3.サービス項目

サービス項目は 8つで、主な内容は以下の通り。
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【 今 月 の ト ピ ッ ク ス 】

台湾の長期介護十年計画

（1）介護サービス（日常生活サービス、昼間介護、

家庭介護の委託支援）：

　1.補助の時間：

　①軽障害：月に 25時間を上限とする｡

　②中障害：月に 50時間を上限とする｡

　③重障害：月に 90時間を上限とする。

　2.補助費用：１時間 180元（物価の変動によっ

　て調整される可能性有り）。

　3.国民が介護サービスを利用するには前もって

　政府が査定した時間内で自由に利用できる。

（2）日常生活の介護

現行の国民健康保険による日常生活介護に関して

は在宅医療サービス費用を月 2回給付する他に、日

常生活介護が必要と判定された人にも月 2回、1回

につき 1,300元を給付する。

（3）コミュニティ式及び家庭でのリハビリ

通常の交通機関を利用できない重障害者に対し、

週に１度の家庭でのリハビリ補助を上限とし、１度

の補助金額は１ ,000元。

（4）補助器具の購買、貸し出し及びバリアフリー

環境の改善サービス

補助金額については 10年ごとに 10万元を原則と

して、日常生活介護が必要と判断された人に対し、

補助金額を増やす可能性もある。

（5）介護委託助成サービス

軽障害者及び中障害者を日常的に在宅で介護して

いる家族は年に 14日間、重障害者を日常的に在宅

で介護している家族は年に 21日間、介護施設に介

護委託が可能。またその委託に要した費用は 1日あ

たり 1,000元を助成する。

（6）送迎サービス

重障害者に送迎サービスを提供し、病院まで或い

は長期介護サービスを利用出来るよう、月に往復で

4回分の交通費を提供する（1回分は 190元）。

（7）介護施設サービス

家庭の全収入が社会救助法においての最低生活費

用の 1.5倍にならない重障害者は介護施設に入所す

る時、政府から全額補助を受けることが可能だ。家

庭の全収入が社会救助法における最低生活費用の

1.5倍にならない中障害者が介護施設に入所する場合、

特別案件としての補助が可能になる。

（8）栄養給食サービス

経済的に困難な障害高齢者に対し、栄養給食サー

ビスを提供する。補助の最高金額は毎日一食 50元

を原則として、家庭の全収入が社会救助法における

最低生活費用の 1.5倍にならない人に全額を補助す

る。家庭の全収入が社会救助法における最低生活費

用の 1.5倍～ 2.5倍になる人に対しては 90％を補助

する｡

4.長期介護の人材の育成

今後十年間での介護サービス人材のニーズは 1万

2千人から 6万 2千人までと推定される。長期介護

に関する職業は社会奉仕活動、看護、職能治療、物

理治療などでその人材ニーズは 8千人～ 2万人と予

測されている｡

(三 )まとめ
台湾政府は介護サービス体制を完備させるため、

民間資源を活用することによって介護系コミュニティ・

ネットワークの構築を図ろうとしている。介護施設

の建設において、今年台湾政府は民間に対する建設

経費補助金を約 2.7億元支給し、営造や建築など産

業の発展も促進させたいと考えている。また台湾政

府は 2007年に栄養給食費 3,600万元、送迎サービ

ス費 2.9億元、補助器具の購買などの費用 6,700万

元の経費を民間業者に提供して産業の発展を向上さ

せる見込みだ。

　また行政院の「我が国の長期介護十年計画」にも

今年は約 7万人が長期介護サービスを利用する見込

みだが、2015年には約 18万人、2020年には約 27

万人になると見込んでいる。日本での介護産業が介

護保険の導入により一挙に立ち上がったのと同様に、

高齢者や障害者の増加で介護サービスを利用する人

も徐々に増えることによって大きなビジネスチャン

スを図ることが可能と考える。
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飛躍する台湾産業

  台湾におけるICパッケージング市場規模は世界の51％、テスティング市場規模は世界の63％を占め、

共に世界のトップシェアにある。今回、経済部工業局「半導体産業推進室（SIPO）」の王恆凱経理と姚

詩　経理にインタビューし、台湾におけるICパッケージング・テスティング産業の現状、将来の発展に

ついてお話を伺った。今月号は本インタビューを含め台湾のICパッケージング・テスティング産業の概

況を紹介したい。

台湾産業概況　
　一般的には世界大型半導体メーカー、いわゆる

IDM（Integrated Deviced Manufacturer）はパッケー

ジング・テスティング工場を持つ、ICデザインから、

物造り、パッケージング、テスティングまでを一

貫して行われる。SIPOの王経理によれば、「半導

体産業のなか、パッケージング・テスティング産

業が垂直なバリューチェーンを持つ次産業として

発展出来るのは台湾しかない」とのこと。

　台湾において最初の半導体メーカーは台湾飛利

浦建元（Philip Electronic Building Elements Industries）

で、台湾のパッケージング・テスティング産業の

元祖である。台湾のパッケージング・テスティン

グの生産高は約世界の半分以上を占め、トップ 3

社は上から 1.ASE；2.AMKOR；3.Spil、その市場

占有率は 60％以上だ。

　以上のような現状に対して、SIPOの姚経理によ

れば、「台湾がパッケージング・テスティング産業

をリードするのは主に 2つの理由がある。まず最

初に、台湾に発達した産業クラスターがある。現

在多くの半導体メーカーは台湾各地のサイエンスパー

クに入居して、産業クラスターを形成し、潜在的

な発展能力を持っている。次に、高いレベルのパッ

ケージング・テスティング産業になるにつれ、

IDMメーカーは専業のパッケージング・テスティ

ングメーカーに任せている。しかし、高いレベル

のパッケージング・テスティング産業が資本集約

的産業で、製品コストを低減出来るため、IDMメー

カーは台湾メーカーに注文し続けている」と。

　2006年台湾のパッケージング・テスティング産

業は、12インチウェハメーカーの急激な生産能力

拡大に伴い、全体の市場規模も成長した。同年のパッ

ケージング市場規模はNT2,108億元、2005年より

18.4％増。一方、テスティング市場規模比NT924

億元、2005年より 36.9％増。Windows Vistaがも

たらしたPC関連需要の成長、2008年北京オリンピッ

クによる 3C電子用品市場の拡大、加えて BRICs

などの新興経済国の低コスト商品の需要が今後増

加傾向にある中、パッケージング・テスティング

の利用率は上昇していくと考えられる。上記の状

況を含め、2007年のパッケージング市場規模は

NT2,459億元で、2006年より 16.7％増、テスティ

ング市場規模は NT1,029億元で、2006年より

11.4％増、と予想される。（図 1参照）

　また、台湾のパッケージング・テスティング産

業に関して、SIPOへのインタビューから次の三つ

の展望がみとれる。

　技術面では、現在はFlip Chipを軸として発展し

ているが、将来はSIP（System In Package）を中

心として発展する見込みだ。プロセス工程の関連

技術を向上させ、生産率が上昇すると予想する。

　第二に、商品面では、以前はLCD driver/control IC

ICパッケージング・テスティング産業
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飛躍する台湾産業
ICパッケージング・テスティング産業

がヒット商品だったが、最近 Flashメモリをはじめ、

メモリ製品がメーカーの主要な収入源となっている。

　第三に、2006年 7月 1日からEUはRoHS協定

を実施し、電子商品の無鉛化（Pb free）規制を設

けた。台湾企業もそれに従い、2005年から環境保

護のためグリーン材料を開発生産している。

業界の現状
台湾の上位 5位メーカーは上から日月光（ASE）、

　品（Spil）、南茂（ChipMos）、力成（Powertech）、

京元（KYEC）である（表 1参照）。たとえば、「日

月光」はすべての商品に対してパッケージングし

ている。「南茂」はメモリに対してパッケージング

している。

　今年、「力成」、「日月光」、および「　品」の生産

能力が拡大し、ユーザーの需要により形となると

予想されている。台湾のパッケージング・テスティ

ングメーカーの将来は、高いレベルの方向で進んで、

メモリ製品に対するパッケージング・テスティン

グがこれまで以上に広まっていくと予想される。

IDMメーカーは生産能力拡大により、ユーザーの

需要に応じプロセス工程改良と技術向上を行って

いる。しかし、メモリ製品の利益率がそれ程高く

ない。それゆえ、商品コストを低下させるため、

IDMメーカーは台湾メーカーに依頼し、台湾メーカー

と戦略的な提携や技術移転を行う形となっている。

SIPOにおける支援
　半導体産業推進室（SIPO）は、メーカーの投資

障害を排除することをメインとしてサポートして

いる。電力供給や土地の供給などの様々な問題を

解決した実績がある。この結果、SIPOはASEと

関連政府単位の間でネゴして、問題を解決した。

また、（SIPO）は以下の業務も提供する：産業推進

のための関連政策の策定、外国企業からの半導体

関連の問い合わせ窓口、関連情報とデータの分析、

海外から人材、技術、資金の誘致に関する協力など。

なお、半導体産業関連情報は下記のホームページ

アドレスご参照。

（SIPO：http://www.sipo.org.tw）
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図1　台湾におけるパッケージング・テスティング市場規模推移

表1　2006年台湾上位五社企業

出所）半導体産業推進室（2007/03）
注）単位：台湾ドル億元

出所）工業技術研究院IEK（2007/03）
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飛躍する台湾産業台湾進出ガイド

台湾の会社合併の手続きについて（１）

　台湾へ進出した後、様々な経済や経営環境の変化に応じて事業内容を見直し、会社として組織を再構
築する場合がある。今回は会社合併の手続きについてご紹介する。

資料出所：2006年改訂版台湾ビジネスガイド（2006年8月現在）
勤業衆信会計師事務所　Japan Service Group　886-2-2545-9988
横井雅史（6914）　横山憲夫（6949）　中辻一剛（3654）

一般の株式会社合併についての主要な手続きの流れは以下の通り

存続会社・消滅会社取締役会で年度財務諸表を作成、合併契約書を作成承認、
合併決議株主総会開催を決定

存続会社営業項目増加予備調査

合併契約調印

存続会社株主総会開催・合併契約書を承認

存続会社が債権者に対し30日以上の異議申立期
間を定めて通知並びに公告

投資審議委員会に合併許可の申請

存続会社が取締役会で合併基準日及び合併後株
主総会の召集を決定

存続会社が合併基準日財務諸表を作成、増資帳
簿とともにCPAの検査を受ける

合併後株主総会召集開催、合併事項の報告、定
款の変更と取締役、監査役の改選を決議

取締役会で代表取締役を選任

合併変更登記文書を備置、存続会社消滅会社同時に主管機関に合併変更登
記・解散登記を申請・許可

存続(消滅)会社営利事業変更(消滅)登記

存続会社新株発行 消滅会社営利事業所得税
申告納付

存続・消滅会社営業税
申告納付

消滅会社株主総会開催・合併契約書を承認

消滅会社が債権者に対し30日以上の異議申立
期間を定めて通知並びに公告

消滅会社が取締役会で合併基準日を決議

消滅会社が合併基準日貸借対照表を作成、
CPA検査を受ける

合併基準日

15日以内

1
5
日
以
内

15日以内

45日以内

変更登記許可

30日以上


